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令和４年３月２３日（水曜日） 

予算決算委員会全体会 

本会議場 

出席委員 

 委員全員（46人） 

予算決算委員会付託議案 

・議案第 1号 令和4年度姫路市一般会計予算 

・議案第 2号 令和4年度姫路市卸売市場事業特別会

計予算 

・議案第 3号 令和4年度姫路市母子父子寡婦福祉資

金貸付事業特別会計予算 

・議案第 4号 令和4年度姫路市国民健康保険事業特

別会計予算 

・議案第 5号 令和4年度姫路市介護保険事業特別会

計予算 

・議案第 6号 令和4年度姫路市後期高齢者医療事業

特別会計予算 

・議案第 7号 令和4年度姫路市奨学学術振興事業特

別会計予算 

・議案第 8号 令和4年度姫路市財政健全化調整特別

会計予算 

・議案第 9号 令和4年度姫路市水道事業会計予算 

・議案第10号 令和4年度姫路市都市開発整備事業会

計予算 

・議案第11号 令和4年度姫路市下水道事業会計予算 

・議案第13号 令和3年度姫路市一般会計補正予算（ 

第12回） 

・議案第14号 令和3年度姫路市卸売市場事業特別会 

計補正予算（第2回） 

・議案第15号 令和3年度姫路市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第2回） 

・議案第16号 令和3年度姫路市下水道事業会計補正

予算（第1回） 

再開                ９時５６分 

分科会長報告について        ９時５６分 

文教・子育て分科会長報告 

議案第 1号、令和 4年度姫路市一般会計予算のうち、

文教・子育て分科会関係について申し上げます。 

 こども未来局について、第 1点は、拡充事業のうち

姫路市結婚新生活支援補助金についてであります。 

 本事業は、結婚に踏み切れない主な要因が経済的理

由であることを踏まえ、新婚世帯に対し、1 世帯当た

り最大 30 万円、夫婦ともにマイナンバーカードを所

有している場合は 1 世帯当たり最大 35 万円を上限と

して、婚姻に伴う住宅取得費用等の一部を補助するも

のであります。 

 分科会において、夫婦の合計所得が 400 万円未満の

世帯が補助の対象になるとのことであるが、より多く

の人が同事業を活用できるよう所得要件を緩和する

ような考えはないのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、同事業は、地域少子化対

策重点推進交付金を活用し、国が定めた補助要件に基

づいて運用しており、令和 3 年度は、前年度の所得要

件 340 万円未満から 60 万円増額となる 400 万円に引

き上げられたところであるため、当面は国の補助要件

に準じて運用していきたいと考えている、とのことで

ありました。 

 これに対して、委員から、合計所得が 400万円以上

であっても結婚に踏み切ることができない人たちも

多いと思われることから、本市独自に所得要件を緩和

することについて検討されたい、との意見がありまし

た。 

 第 2点は、新規事業のうち、こども食堂への支援に

ついてであります。 

 同事業は、こども食堂やフードパントリーなど、子

どもの居場所の提供や衣食住などの生活支援を行う

事業を月 1回以上実施している団体に対し、事業に要

する費用の一部を補助するものであります。 

 分科会において、同事業の経費として 1,250万円を

予算計上し、10 団体への補助を行うとのことである

が、1 つの団体につき年間 125万円の補助を行うので

はなく、団体ごとの補助額に幅を持たせることで、同

じ予算でより多くの団体を支援できるのではないの

か、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、同事業は予算の範囲内に

おいて実施するため、各団体に対する補助額が年間

125万円を下回った場合、10 団体以上が同事業を活用

できる可能性があると考えている、とのことでありま
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した。 

 これに対して、委員から、より多くの団体を支援で

きるよう、各団体が 1回の事業につきどれくらいの経

費を必要としているのか、実態をしっかりと調査した

上で補助額を決定されたい、との意見がありました。 

 教育委員会については、新規事業のうち、学校給食

の公会計化についてであります。 

 分科会において、同事業の経費として 25 億 45 万

9,000 円が予算計上されているが、主にどのようなこ

とに使われるのか。 

 また、同事業の開始に向けて、教育委員会では人員

を十分に確保することができているのか、との質問が

ありました。 

 当局の答弁によりますと、同予算のうち約 24 億

7,000 万円が食材費となっている。 

 また、同事業の開始によって、各学校の教員が行っ

ていた業務を健康教育課が担当することとなり、事務

量の増大が見込まれることから、公会計化にしっかり

と対応できるよう人事当局に増員を要望している、と

のことでありました。 

厚生分科会長報告 

議案第 1号、令和 4年度姫路市一般会計予算のうち、

厚生分科会関係について申し上げます。 

市民局については、新規事業である（仮称）自治会

活動応援事業についてであります。 

同事業は、今後のウィズコロナ、アフターコロナ時

代に求められる新しい生活様式に対応した自治会活

動において、地域の連帯の輪をより一層強固なものと

するための取組に対し、1 地区当たり 50 万円を上限

に 2地区に対して助成を行うものであります。 

分科会において、助成の対象となる取組はどのよう

なものを想定しているのか。 

また、対象は 2地区であるが、それ以上の申請があ

った場合には、どのような対応を行おうと考えている

のか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、助成対象の優先順位とし

て、第 1に、ＩＣＴを活用した自治会の取組を、第 2

に、多様な地域課題解決のための新たな取組を、第 3

に、地域イベントや地域資源保存伝承などコミュニテ

ィ活動助成事業補助金の範囲では実施困難な大規模

かつ先進的な取組を考えている。 

また、2地区以上から申請があった場合には、外部

の意見も聞きながら対象自治会を選定したいと考え

ている、とのことでありました。 

これに対して、委員から、自治会活動は主体的なも

のであり、行政が優先順位をつけて誘導することは好

ましくないと考える。 

自治会にはもっと自由な発想で活動をしてもらう

ほうが地域の活性化につながると思われることから、

事業の実施に当たっては十分検討されたい、との意見

がありました。 

環境局については、新規事業である次世代自動車等

普及促進助成についてであります。 

同事業は 2,525 万円の予算を計上し、タクシー事業

者及び個人向けに次世代自動車の導入費用の一部を

助成するものであります。 

分科会において、個人向けの助成として、燃料電池

自動車については 50 万円を上限に 5 台分、電気自動

車については 20万円を上限に 20台分を予算計上して

いるが、対象となる次世代自動車の車種は決定してい

るのか。 

また、想定以上の申請があった場合には、どのよう

な対応を行おうと考えているのか、との質問がありま

した。 

 当局の答弁によりますと、当該助成は、新車購入を

要件としており、燃料電池自動車で、現在、販売され

ている車は 1車種のみであり、電気自動車については、

国の助成制度の対象と同じ車種としており、複数の車

種がある。 

また、想定以上の申請があった場合においては、そ

れぞれの予算の範囲内での対応となることから、翌年

度以降の制度設計において助成内容について再度検

討したいと考えている、とのことでありました。 

健康福祉局については、拡充事業のうち、自治体ポ

イント（ひめじポイント）の活用（いきいき百歳体操

参加ポイント）についてであります。 

同事業は、いきいき百歳体操の参加者のモチベーシ

ョン維持及びグループの継続を目的に、マイナンバー
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カードを所持している参加者に対してスマートフォ

ンのアプリにより参加実績を管理した上で、ひめじポ

イントを付与するものであります。 

分科会において、いきいき百歳体操の参加者のうち、

スマートフォンとマイナンバーカードを持ち、ひめじ

ポイントの付与を受けることができる者はどの程度

いるのか。 

また、高齢者向けのスマートフォン講座等との連携

は考えているのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、本市の高齢者のスマート

フォン所有率は正確に把握できていないが、平成 30

年版の情報通信白書における国内のスマートフォン

個人所有率が 60 代で 44.6％、70 代で 18.8％、80 代

で 6.1％であるため、それに本市のマイナンバーカー

ド普及率約 50％を考慮した人数を想定している。 

また、高齢者向けのスマートフォン講座等との連携

については、市民局ともしっかりと連携していきたい、

とのことでありました。 

経済観光分科会長報告 

議案第 1号、令和 4年度姫路市一般会計予算のうち、

経済観光分科会関係について申し上げます。 

産業局については、新規事業であるプレミアム付き

デジタル商品券事業についてであります。 

 同事業は、市民生活へのデジタル化の浸透を図ると

ともに、地域経済の活性化を促進するため、プレミア

ム率 20％分の商品券をデジタルと紙で 20万セットず

つ、合計 40 万セットを発行するものであり、諸経費

を含めて 12億円を予算計上しております。 

 分科会において、令和 3年度にプレミアム付き商品

券を販売した際は約 17万 5,000セットを発行したが、

なぜ令和 4年度は 2倍以上に販売数を増加させるのか、

との質問がありました。 

当局の答弁によりますと、令和 3年度における発行

部数を踏まえて、購入希望者が漏れなく商品券を入手

できるよう 20 万セットずつ販売することとしたもの

である。 

また、本事業はそれぞれの商品券に係る予算を同額

で見込んでいるものの、販売状況によっては、紙の商

品券に係る予算をデジタルの商品券に係る予算に振

り分けるなど、柔軟に予算を執行していきたいと考え

ている、とのことでありました。 

これに対して、委員から、市民の購入状況によって

は本事業の予算が余ってしまうことも考えられるこ

とから、1人当たりの購入上限額の設定に当たっては

ニーズをしっかり把握した上で検討するとともに、本

事業の目的がコロナ禍により疲弊した事業者を支援

するものであることを念頭に置いて事業に取り組ま

れたい、との意見がありました。 

観光スポーツ局について、第 1点は、本市における

観光施策の推進についてであります。 

分科会において、令和 4年度における本市の観光施

策について、教育委員会から施設の移管も予定されて

いるとのことであるが、どのように推進していこうと

考えているのか、との質問がありました。 

当局の答弁によりますと、令和 4年度には、美術館、

姫路文学館、及び書写の里・美術工芸館が移管される

ことから、観光スポーツ局で実施している観光施策や

広域でのＰＲを活用し、来館者をより一層増やせるよ

うに取り組むとともに、相乗効果により観光施策の充

実にもつなげていきたい、とのことでありました。 

これに対して、委員から、移管予定の施設の中には

来館者数が伸び悩んでいる施設もあることから、本市

の貴重な観光資源となるよう積極的に事業を展開さ

れたい、との意見がありました。 

第 2点は、新規事業である姫路球場ナイター照明及

びスコアボード整備についてであります。 

 同事業については、令和 5 年度に整備工事を行う予

定であり、令和 4年度は工事に向けた実施設計を行う

予算として 2,600万円を計上しております。 

分科会において、令和 5年度の整備完了後、同球場

での大会誘致に向けてどのように取り組もうと考え

ているのか、との質問がありました。 

当局の答弁によりますと、兵庫県高等学校野球連盟

やプロ野球の在阪球団等とは既に大会誘致について

協議を行っており、今後は、高い評価を得ているグラ

ウンドやナイター照明など姫路球場の特徴をＰＲし

ながら誘致を進めていきたい、とのことでありました。 

これに対して、委員から、既に他球場で開催されて
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いる大会を誘致してくることは大変困難であると思

われるが、関係団体に対して積極的に働きかけを行わ

れたい、との意見がありました。 

建設分科会長報告 

まず、議案第 1号、令和 4年度姫路市一般会計予算

のうち、建設分科会関係について申し上げます。 

都市局については、空き家対策事業費についてであ

ります。 

 同事業費については、議案第 13 号、令和 3 年度姫

路市一般会計補正予算（第 12 回）にも計上されてお

り、国の追加内示に伴う老朽危険空き家対策事業費補

助金を受け、令和 4 年度に予定していた事業の一部を

前倒しして執行するべく予算措置を行うとともに、そ

の大部分を繰越明許費補正しようとしております。 

分科会において、姫路市老朽危険空家対策補助金に

対する市民の関心は年々高まってきているが、令和 4

年度はどれぐらいの申請があると見込んでいるのか、

との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、補助対象者として地域の

自治会が 10件、老朽危険空き家の所有者等が 50件を

見込んで予算を計上している、とのことでありました。 

これに対して、委員から同補助金については、令和

3 年度は早々に予算の上限に達し、申請受付を終了せ

ざるを得なかったことから、国庫補助を十分に活用す

るなど、できるだけ申請を受理できるように対応され

たい、との意見がありました。 

建設局については、スポーツ広場公園整備事業費に

ついてであります。 

スポーツ広場公園は、地域からの要望に基づき市が

整備し、自治会等が管理する公園に類する機能を持つ

ものであります。 

分科会において、設置の要望を受けてからどれぐら

いの期間を要するのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、同公園は、土地の所有者

から空閑地の提供を受けて整備するため、まずは、使

用貸借契約を結ぶ必要がある。 

その後、設計や施工に着手することから、公園の規

模によって整備に要する期間は異なるものの、要望書

の提出からおおむね 1 年以内での事業化を目指して

いる、とのことでありました。 

これに対して、委員から、地域に身近なスポーツ広

場公園の整備については、地元住民の期待も大きいこ

とから、できるだけ早期に着手して整備を終えること

ができるように努められたい、との意見がありました。 

 次に、議案第 9号、令和 4 年度姫路市水道事業会計

予算についてであります。 

分科会において、県水受水費の単価については、数

年に一度変更されているが、次の見直しはいつ行われ

る予定であるのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、単価の見直しは 4 年ごと

に行っており、次回は、令和 4年度から 5 年度にかけ

て兵庫県と協議を行い、令和 6年度から新たな料金体

系となる予定である、とのことでありました。 

 これに対して、委員から、しっかり県と交渉を行い、

受水費が引上げにならないよう努められたい、との意

見がありました。 

次に、議案第 11 号、令和 4 年度姫路市下水道事業

会計予算についてであります。 

 同会計中、皮革排水に係る処理経費については、毎

年度、一般会計から多額の繰出金を繰り入れておりま

す。 

分科会において、下水道事業の経営健全化を図るた

めにも皮革排水処理に係る収支を改善する必要があ

ると思われるが、どのように取り組もうと考えている

のか、との質問がありました。 

当局の答弁によりますと、現在、兵庫県やたつの市、

太子町とともに皮革関係団体と事業者負担について

協議を進めているところであり、また、前処理場施設

の維持管理費などの経費を削減するため、前処理場の

統合についても検討しているところである。 

 さらに、県に対しては、皮革排水特別対策費補助金

の拡充を、そして、国に対しては、兵庫県等とともに

財政支援制度の創設などを要望している、とのことで

ありました。 

これに対して、委員から、皮革産業は姫路の重要な

地場産業であること、また、皮革排水処理は、河川や

瀬戸内海の環境保全に大きく寄与していることから、

国や県へさらなる支援を求められたい、との意見があ
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りました。 

総務分科会長報告 

まず、議案第 1号、令和 4年度姫路市一般会計予算

のうち、総務分科会関係について申し上げます。 

政策局については、新規事業である遠隔行政窓口シ

ステム導入実証業務についてであります。 

 同事業は、子どもがいる方や高齢者、障害者など本

庁舎までの移動が難しい市民に、最寄りの支所等で本

庁舎と同等のサービスを受けられるよう遠隔相談・申

請システムを実証事業として導入するもので、令和 4

年度は、広畑支所と安室サービスセンターで行うもの

であります。 

 分科会において、実証事業の導入に当たり、実施場

所については、どのような考えで選定を行ったのか、

との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、遠隔行政窓口については、 

申請が多い子ども関係の手続から実施することとし

ており、同手続の一定の取扱件数があるところを選定

したものである、とのことでありました。 

 これに対して、委員から、同実証事業により効果が

あると判断された場合には、安富や夢前など、本庁舎

から遠い地域への遠隔行政窓口の設置に向けても早

急に取り組まれたい、との意見がありました。 

 総務局については、第 15 款、第 10 項、一般管理費

中、法制訟務経費において実施予定の姫路版リーガ

ル・ドックについてであります。 

 分科会において、全庁で様々な事務が行われており、

毎年、当該事務を対象にして定期監査等も実施されて

いるが、リーガル・ドックでは、どのような事務を対

象にしようと考えているのか。 

また、事業費として総額 229 万円が予算計上されて

いるが、内訳については、どのようになっているのか、

との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、定期監査等では、主に公

金支出などを対象にしているのに対して、リーガル・

ドックは法的手続を対象とするものである。 

現在のところ、具体的な実施方法について決定して

いるわけではないが、専門の学識経験者や弁護士に委

託し、主に行政手続法に関する事項等について、適正

に事務が行われているのか、法的な検討を行ってもら

うものである。 

まずは、幾つかの課を対象に事務の洗い出しを行っ

た上で調査を実施し、最終的には、全庁的な事務の底

上げを図っていきたいと考えている。 

 また、事業費の主なものは外部アドバイザーへの報

償費となっている、とのことでありました。 

 財政局については、第 15 款、第 10 項、財産管理費

中、財産管理諸経費についてであります。 

分科会において、令和 4年度は、同諸経費で旧モノ

レール橋桁・橋脚撤去工事と旧すがの荘解体撤去工事

を予定しているとのことであるが、橋桁・橋脚撤去工

事の内容は、どのようになっているのか。 

また、すがの荘解体後の跡地については、どのよう

に活用しようと考えているのか、との質問がありまし

た。 

 当局の答弁によりますと、モノレールに関しては、

令和 3年度末時点で、橋桁が残り約 170メートル、橋

脚が 23本残っており、令和 4年度は、橋桁約 40 メー

トルと橋脚 1本を撤去する予定である。 

また、すがの荘の跡地については、かなり広大な土

地になることから、全庁的に活用方法を検討したいと

考えている、とのことでありました。 

 消防局については、第 50 款、第 10 項、非常備消防

費についてであります。 

 分科会において、令和 4年度は 4 億 9,281万 8,000

円で、前年度比 20.9％の増額となっているが、これ

は消防団員の処遇改善による影響なのか、との質問が

ありました。 

 当局の答弁によりますと、主な理由として、処遇改

善に伴う団員報酬の増額と消防車両の購入などの分

団施設等整備事業費の増額によるものである、とのこ

とでありました。 

選挙管理委員会については、債務負担行為中、市長

市議会議員選挙ポスター掲示場設置費についてであ

ります。 

 当該設置費については、限度額 9,143 万 9,000 円、

期間は令和 5年度に設定されております。 

 分科会において、ポスター掲示板の設置場所や、掲
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示板をできるだけ低くすることについては、どのよう

に考えているのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、市議会議員選挙のポスタ

ー掲示板になると 3 段で 10 メートルぐらいの幅が必

要となることから、掲示板の設置場所を探す委託業者

に対して、危険な場所を避けるとともに、できるだけ

3 段で設置できるような広い場所を探すよう指示を

行おうと考えている、とのことでありました。 

 これに対して、委員から、有権者が掲示板を見やす

いよう指示の徹底を図られたい、との意見がありまし

た。 

 次に、議案第 13 号、令和 3 年度姫路市一般会計補

正予算（第 12 回）のうち、総務分科会関係について

は、第 15款、企画費中、21 世紀都市創造基金積立金

についてであります。 

 分科会において、本補正予算で、同基金に 20 億円

を積み立てようとしているが、どのような理由による

ものなのか、との質問がありました。 

 当局の答弁によりますと、明確な事業は決まってい

ないものの、同基金の令和 3 年度末の積立残高は約

119億円を見込んでおり、今後、手柄山スポーツ施設

の整備に約 100 億円を充当する予定である。 

一方で、令和 3年度は市税収入が比較的好調であっ

たことや地方交付税の追加交付があったことなど、財

政状況も勘案して、将来必要となる事業の財源として

積み立てるものである、とのことでありました。 

分科会長報告に対する質疑     １０時２７分 

質疑なし 

 

付託議案審査について       １０時２８分 

・議案第 3 号、議案第 5 号、議案第 7 号～議案第 11

号、議案第 13 号、及び議案第 15 号については、いず

れも全会一致で可決すべきものと決定。 

・議案第 1 号、議案第 2 号、議案第 4 号、議案第 6

号、議案第 14号及び議案第 16 号については、いずれ

も賛成多数で可決すべきものと決定。 

 

委員長報告について        １０時３４分 

・正副委員長に一任することに決定。 

 


